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１ 部屋の名称が変わります 

  ３階 録音室 ⇒ スタジオＣとして利用可能になります。 

 

２ 部屋の料金が変わります 

  平成３１年４月１日以降の料金表（基本額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場料、会費等を徴収する場合、営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合は割増料金と

なります。 

入場料、会費等の額が 1,000円未満 1.2倍 

〃      1,000円以上 3,000円未満 1.3倍 

〃      3,000円以上 5,000円未満 1.5倍 

〃      5,000円以上 10,000円未満 1.7倍 

〃      10,000円以上 2.0倍 

営利・営業・宣伝等を目的とするとき 1.5倍 

   ※その催事の入場料、会費等の最高額を適用します。 

※入場料、会費等を徴収する場合、営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の割増料金の適

用は、別紙判定シートで判断します。 

施設名 
現行料金     新料金（冷暖房

込） 

展示室 ６５０   ⇒  １，２５０ 

料理室 ９５０   ⇒  １，２００ 

市民活動団体作業ゾーン① ４５０   ⇒    ８５０ 

市民活動団体作業ゾーン② ２５０   ⇒    ４５０ 

いきいき交流室①②③ １５０   ⇒    ２５０ 

スタジオＡ ４００   ⇒    ４００ 

スタジオＢ ３００   ⇒    ２５０ 

スタジオＣ（旧録音室） ２００   ⇒    １５０ 

多目的室 ２５０   ⇒    ７００ 

集会室 ７００   ⇒  １，２５０ 

催し場 ７５０   ⇒  １，２００ 
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３ 予約と料金支払い方法が変わります 

  ①料金は、ご利用当日までにお支払いください。（当日支払い可） 

  ②公共施設予約システムで行った予約は、予約後１０日以内は仮予約であり、システムでキャン

セルできます。 

③システムでの予約後 11日以降は本予約となりますので、キャンセルは、施設の窓口において

利用承認申請書と利用中止届を合わせて提出し、料金を一旦お支払いください。 

   ※これまでは、システムで予約後 10 日以内に料金を支払わなければ予約が自動的に消滅しま

したが、今後は当日まで予約が残ります。 

  ④キャンセルの時期によって、料金を返還できる率が変わります。 

   (A)利用日の７日前まで ・・・ ９割返還 

   (B) 〃  ４日前まで ・・・ ５割返還 

   (C) 〃  ３日前以降 ・・・ 返還できません 

   ※このほか、災害その他不可抗力により利用できなかった場合、又は施設の管理運営上の都合

により利用承認を市が取り消した場合は、全額を返還します。 

  ⑤料金を支払わずに予約した部屋を使わなかった場合、予約システムの資格を停止します。 

  (A)利用料未払い 1回目      ⇒  1か月の利用停止 

(B) 〃     2回目      ⇒  6か月の利用停止 

(C) 〃     3回目以降  ⇒  1  年の利用停止 

  ⑥予約システムでの予約期間 利用日の４日前まで予約可能 

予約する部屋 予約期間 

催し場、集会室 ６か月前の月の 20日から利用日の４日前まで 

以外 ３か月前の月の 20日から利用日の４日前まで 

 

４ ご利用にあたっての注意事項 

 (１)ご利用時間 

部屋のご利用は、予約された時間の範囲内でお願いします。準備、後片付けの時間も含めて

予約してください。予約時間前の鍵の貸出や冷暖房の運転開始は致しかねます。 

 (2)料金のお支払い 

当日の料金支払いについては、できる限りお釣りが不要となりますようご協力ください。 
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